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この運営規定は、都市計画法（以下「法」という。）第２１条の２の規定によ

る都市計画の決定又は変更をすることの提案（以下「都市計画の決定等の提案」

という。）に係る手続について、次のとおり定める。 

なお、都市計画の決定等の提案に係る提出書類及び審査事項については、京都

市都市計画の提案に関する要領（以下「要領」という。）の規定によるものとす

る。 

 

第１ 提案に係る事務 

都市計画の決定等の提案に係る事務は、都市計画局都市企画部都市計画課（以

下「都市計画課」という。）が行う。ただし、都市計画課は、都市計画の決定等

の提案の内容に関する事務を所管する局の担当課（以下「関係担当課」とい

う。）に協力を求めることができる。 

 

第２ 事前相談 

１ 都市計画課は、都市計画の決定等の提案をしようとする者に、都市計画の決

定等の提案に係る要件及び手続その他必要な事項を周知するため、事前に相談

するよう促すものとする。 

２ 都市計画課と関係担当課は、協力して事前相談に対応する。 

 

第３ 提案できる者 

次に掲げる者は、都市計画の決定等の提案をすることができる。 

 （１）   提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を

備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたこ

とが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下「土

地所有者等」という。なお、一人で、又は数人共同して提案することができ

る。） 

 （２）   まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営

利活動促進法第２条第２項の特定非営利法人、一般社団法人及び一般財団法

人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅

供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国

土交通省令で定める団体（別表参照） 

 



第４ 未成年者等の提案 

未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、法定代理人の同意を得なければ、都

市計画の決定等の提案をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律

行為をすることができるときは、この限りでない。 

 

第５ 都市計画の素案の要件 

第３又は第４により提案できる者が行った都市計画の決定等の提案に係る都市

計画の素案は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。 

 （１） 本市が決定する都市計画であること。 

 （２） 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい、

０．５ヘクタ－ル以上の一団の土地の区域に係るものであること。 

 （３ ） 都市計画法第１３条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に

適合するものであること。 

 （４ ） 第２号の土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に

供されているものを除く。以下この条において同じ。）の区域内の土地所有者

等の３分の２以上の同意を得ているものであること。 

 （５ ） 前号の同意した者が所有するその区域内の土地の地積と前号の同意した者

が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区

域内の土地の総面積と借地権の目的となっている土地の総面積との合計の３分

の２以上であること。 

 

第６ 同意を証する書類の署名 

要領第２第１項第４号に規定する書類は、同意者の自筆による署名によるもの

とする。なお、自筆による署名が難しい場合は、記名のうえ、本人確認書類の写

しを添付することとする。また、法人又は団体の場合は、代表者印を記名押印の

うえ、印鑑登録証明書等を添付することとする。 

 

第７ 補正 

次に掲げる場合は、市長は相当の期間を指定して、都市計画の決定等の提案を

する者に補正を求めることができる。 

 （１）   都市計画の決定等の提案をしようとする者が、第４に規定する同意を得て

いない者であるとき。 

 （２）   都市計画の決定等の提案に係る都市計画の素案が、第５の規定を満たさな

いとき。 

 （３）   要領第２第１項の規定で定める提出書類（第６の規定を含む。）に不備が

あるとき。 

 

第８ 提案の却下 

１ 第７の規定により補正を求めた者が、第７の規定により指定した期間内にそ

の補正をしないときは、市長はその都市計画の決定等の提案を却下することが

できる。 

２ 前項の規定により却下しようとするときは、都市計画の決定等の提案をする

者に対し、その旨を通知しなければならない。 

 



第９ 不適法な提案の却下 

１ 第３の規定を満たさない者による都市計画の決定等の提案であると市長が認

めるときは、市長はその提案を却下するものとする。 

２ 前項の規定により却下しようとするときは、都市計画の決定等の提案をする

者に対し、その旨及び理由を通知しなければならない。 

 

第１０ 提案に係る都市計画の素案の修正 

都市計画の決定等の提案をする者による都市計画の素案の修正は、第７に規定

する補正期間内に行う場合を除き、軽微な変更と認められるもののほかは行うこ

とができない。 

 

第１１ 提案の取下げ 

都市計画の決定等の提案をする者は、第１５第２項に規定する通知がされるま

では、いつでも都市計画の決定等の提案を取り下げることができる。 

 

第１２ 事前審査 

１ 都市計画課は、第８及び第９により却下するものを除く都市計画の決定等の

提案（以下「計画提案」という。）の写しを関係担当課に送付する。 

２ 都市計画課及び関係担当課は、計画提案を踏まえた都市計画（計画提案に係

る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。

以下同じ。）の決定又は変更をする必要があるかどうか、要領第３第１項各号

に掲げる事項について事前に審査し、事前審査報告書を作成する。 

 

第１３ 審査協議会による審査 

審査協議会は、要領第３の規定により、計画提案を踏まえた都市計画の決定又

は変更について、事前審査報告書を基に審査する。 

 

第１４ 市長による判断 

市長は、第１３による審査結果を踏まえ、計画提案を踏まえた都市計画の決定

又は変更をする必要があると認めるかどうか判断する。 

 

第１５ 計画提案を踏まえた都市計画の決定等をする場合の取扱い 

１ 第１４により計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がある

と認めるときは、都市計画課と関係担当課が協力して都市計画の内容となるべ

き事項（以下「都市計画の原案」という。）を作成する。 

２ 前項の都市計画の原案を作成したときは、遅滞なく、その旨を当該計画提案

をする者に通知する。 

３ 前項の都市計画は、本市が定める都市計画として法を適用する。この場合に

おいて、都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せ

て、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。 

 

 

 

 



第１６ 計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合の取扱い 

１ 第１４により計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がない

と判断したときは、判断の旨及びその理由について当該計画提案に係る都市計

画の素案を提出して都市計画審議会に意見を聞かなければならない。 

２ 都市計画審議会での意見が、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を

する必要がないとする本市の判断を妥当とした場合、市長は判断の旨及びその

理由を、当該計画提案を提出したものに通知しなければならない。 

３ 都市計画審議会の意見が、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をす

る必要がないとする本市の判断を妥当でないとした場合、再度「第１２ 事前

審査」以降の手続を当該審議会での意見を踏まえて行うこととする。 

 

   附 則 

 この規定は、決定の日から施行する。 

 

別表（第３第２号関係）  

まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定め

る団体とは、以下に掲げる要件１及び２のいずれにも該当するものをいう。 

１ 以下のいずれかに該当する団体であること。 

・ 過去１０年間に法第２９条第１項の規定による許可を受けて開発行為（開発区

域の面積が０．５ヘクタ－ル以上のものに限る。）を行った実績があること。 

・ 過去１０年間に法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げる開発行為（開

発区域の面積が０．５ヘクタ－ル以上のものに限る。）を行った実績があるこ

と。 

２ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人

を含む。）のうちに、以下のいずれかに該当する者がない団体であること。 

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から５年を経過しない者 

・ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。同法第３２条の３第７項の規定を除く。）に違反し、又は

刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、

第２０８条の２、第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等

処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者 

・ 精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 


